
会員各位 2021ノ4ノ25

町会・総務

本年度も、役員業務のスリム化のため、回覧物の回覧を隔週とさせて頂きます。

回覧ガイドラインは、下記の通りです。

令和 3年 4月 18日
町会役員 各位

回 覧  ガ イ ド ラ モ ≧

いちはら緑園都市 町会

町会からの回覧発信ルール

① 急ぎの回覧物は町会ホームページにも掲示します。

② 回覧物は、原則として、コミュニティーホール内にある回覧ボックスに入れます。

例外として、至急回覧は手渡しとすることがあります。

③ 回覧物を発信するルールは、原則として下記のようにします。

回 覧 :旦堡曇にコ髪⊆劃塵塁Q2〕菫 ]上:I:園丞 菫。

至急回覧 (訃報等):適宣嚇要の都度、発信します 【原則、地区長経由手渡し】。

④ 町会の情報には、「承認スタンプ」を押します。これは、会長や副会長が検討済み、

という意味です。地区役員会や訃報についてはこの限りではない。

⑤ 回覧版は原則、郵便箱に入れて防犯上ドアノブに掛ける等は避けて下さい。

ロック長・ 副ブロック長さんにお願いすること

① 原則として、杢型塗運」匿lttl二重塁螢 Ittlk_聾言理 重理 EniL後旦壁豊Q_l盆以隆、

回覧ボックスから回覧物を受領して<ださい。当日、やむを得ず受領できなかつた

場合、翌日には取りに来て<ださい。

(ミ ュニティーホールは午後 5時に閉館となります)

② 回覧の受領は、各ブロックで役員が協力して対応お願いします。

③ 班長さんに回覧物を配布して下さい。

※実際に誰がコミュニティーホールに回覧物を取りに来られるかは、

各ブロックのルールに従つて<ださい。

班長さんにお願いすること

① 回覧の為の「回覧板」は、原則として「普通回覧用 :2個」「至急回覧用 :

11固」を常備して<ださい。班長交代のときは、後任の方に渡して下さい。

② 回  覧     :通常の回覧をします。
至急回覧 (訃報等):至急専用の回覧板を使用して下さい。

不在のお家は飛ばして<ださい。(最後の方が未だの家に廻して下さい)

③ 班の世帯数が多い場合は、回覧を2通作成する等の工夫をして下さい。

(常備する回覧板は倍になります)

④ 「回覧板」に不足や破損があれば、コミュニティーホールの窓□に持参の上、申し

出て<ださい。不足や甚だしい破損のときは交換致します。

* 【ゴミ収集カレンダー】等、金戸への配布をお願いすることもあります。

そうした場合、全戸部数を回覧ボックスに入れますので宣し<お願いします。


